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株 主 総 会

取締役会 １０名

（内、社外取締役 １名）

監査役会 ３名

（内、社外監査役２名）

会計監査人

代表取締役社長

常務取締役以上で構成する

経営会議（常務会）

内部監査室

当社各部署 子会社

コンプライアンス・リスク委員会

通報・相談窓口
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　開示の指示

　適時開示

※ 緊急を要する発生事実に関する情報は、代表取締役の判断により、取締役会への報告を
   得ずに開示することができる。

・　開示後は、当社のホームページにも速やかに掲載する。

適時開示体制の概要

スバル興業株式会社

当 社 各 部 門 お よ び グ ル ー プ 会 社

取 締 役 管 理 本 部 長

決 定 事 実 発 生 事 実 決 算 情 報

取 締 役 会 ・ 代 表 取 締 役 ※

会計監査人

情 報 開 示 部 門（ 総務部・経理部 ）

東 京 証 券 取 引 所

監査役会


